
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き

、
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
高
難
度
新
規
医
療
技
術
に
つ
い
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

加
藤

勝
信

医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
高
難
度
新
規
医
療
技
術
に
つ
い
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
一
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
（
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
十
一
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
医

療
を
提
供
す
る
場
合
の
診
療
科
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

診
療
科
の
長
は
、
当
該
診
療
科
に
お
い
て
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「
担
当
部
門
」
と
い
う
。
）
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
申
出
を

行
う
こ
と
。



イ

当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
有
効
性
並
び
に
合
併
症
の
重
篤
性
及
び
発
生
の
可
能
性
等
の
安
全
性
等
の
観

点
か
ら
、
当
該
特
定
機
能
病
院
で
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
既
存
の
医

療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
と
比
較
し
て
適
当
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
に
当
た
り
必
要
な
集
中
治
療
室
等
の
設
備
の
整
備

及
び
麻
酔
科
医
と
の
連
携
の
体
制
の
確
保
の
状
況

ハ

当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
「
医
師
等
」
と
い
う

。
）
そ
の
他
の
従
業
者
の
高
難
度
医
療
技
術
（
そ
の
実
施
に
よ
り
患
者
の
死
亡
そ
の
他
の
重
大
な
影
響
が
想
定

さ
れ
る
医
療
技
術
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
た
医
療
の
提
供
に
関
す
る
経
験

ニ

患
者
に
対
す
る
説
明
及
び
同
意
の
取
得
の
方
法

二

診
療
科
の
長
は
、
当
該
診
療
科
に
お
い
て
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
し
た
全
て
の
症
例
に

つ
い
て
、
定
期
的
に
、
及
び
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
担
当
部
門
が
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
担
当
部
門
に

報
告
を
行
う
こ
と
。

第
二
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
の
担
当
部
門
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

担
当
部
門
に
は
、
高
難
度
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
の
提
供
に
関
す
る
経
験
及
び
知
識
を
有
す
る
医
師
等
を
責

任
者
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
。



二

担
当
部
門
に
は
、
手
術
を
行
う
部
門
に
所
属
す
る
従
業
者
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

担
当
部
門
の
長
は
、
診
療
科
の
長
か
ら
前
条
第
一
号
の
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
の
内
容

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
次
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
評
価
委
員
会
に
対
し
て
当
該
高
難
度

新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
等
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
こ
と
。

四

担
当
部
門
の
長
は
、
前
号
の
意
見
の
求
め
に
応
じ
、
次
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
難
度
新
規
医
療
技
術
評
価
委

員
会
が
述
べ
た
意
見
を
踏
ま
え
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
等
に
つ
い
て
決
定
し
、
前
条
第
一

号
の
申
出
を
行
っ
た
診
療
科
の
長
に
対
し
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
こ
と
。

五

担
当
部
門
の
長
は
、
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
規
則
第
九

条
の
二
十
三
第
一
項
第
七
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
規
程
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
規
程
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
事
項
の
従
業
者
の
遵
守
状
況
を
報
告
す
る
た
め
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
が
適
正
な
手
続
に
基
づ

い
て
提
供
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
し
、
定
期
的
に
、
及
び
術
後
に
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場

合
に
は
、
診
療
録
等
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。

六

第
四
号
の
決
定
を
し
た
と
き
及
び
規
程
に
定
め
る
事
項
の
従
業
者
の
遵
守
状
況
を
確
認
し
た
と
き
に
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
管
理
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

第
三
条

高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
用
い
た
医
療
を
提
供
す
る
場
合
の
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
規
程
に
係
る
基
準
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。



一

当
該
特
定
機
能
病
院
に
、
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
の
適
否
等
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
高
難
度
新
規
医

療
技
術
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

二

委
員
会
に
は
、
高
難
度
医
療
技
術
に
関
連
の
あ
る
診
療
科
に
所
属
す
る
医
師
等
、
当
該
医
師
等
と
異
な
る
診
療

科
に
所
属
す
る
医
師
等
及
び
規
則
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
医
療
安
全
管
理
部
門
に
所
属
す

る
医
師
等
を
含
め
た
三
名
以
上
の
医
師
等
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

委
員
会
の
長
は
、
前
条
第
三
号
の
意
見
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
提
供
に
関
す
る
倫
理

的
及
び
科
学
的
な
妥
当
性
、
当
該
特
定
機
能
病
院
で
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
の
適
切
性
並

び
に
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
適
切
な
提
供
方
法
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
当
該
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の

提
供
の
適
否
及
び
提
供
後
に
報
告
を
求
め
る
症
例
等
に
つ
い
て
、
担
当
部
門
の
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

四

委
員
会
に
配
置
さ
れ
た
医
師
等
が
第
一
条
第
一
号
の
申
出
が
行
わ
れ
た
診
療
科
に
所
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該

医
師
等
は
前
号
の
審
査
等
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
中
「
医
師
等
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
医
師
等
（
第
一
条
第
一
項
の
申
出
が
行
わ
れ
た
診
療
科
に
所

属
す
る
者
を
除
く
。
）
を
」
と
す
る
。


